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Ⅰ 新改革プラン策定にあたって 

● 小林市立病院（以下「当院」という。）では、平成２１年３月に策定した小林市立病院改

革プラン（以下「現改革プラン」という。）により経営改革を進めてきました。現改革プラ

ン策定時の平成２１年度は、新病院オープンと同時に地方公営企業法の全部適用に移行し

た年であり、地域の中核病院に相応しい医療提供体制が整った年でもありました。 

● しかし、同年度に想定外の内科医３名の退職があり、１病棟を閉鎖し２病棟体制、運用

病床数も１４７床から９８床に削減せざるを得ない状況になりました。その影響により入

院・外来とも患者数や収益も激減し、病院存続の危機に陥る状況になりました。 

● 西諸医師会では、当院の内科医退職問題を「救急医療をはじめとする地域医療の崩壊に

直結する重大な問題」ととらえ、住民の不安解消や救急告示病院の医師の負担軽減を目的

に平成２２年４月から平日１９時から２２時までの準夜帯の急病診療体制の構築や日・祝

日の午前中の小児科診療体制の構築など新たな地域医療の確保に向けた事業に取り組んで

いただき現在も継続中です。 

● 内科医退職の要因に当院の役割や使命が曖昧であったこともあります。そのため、当院

の地域に於ける役割を明確化し、医療機関との連携や機能分担を進めたことにより、平成

２３年６月に宮崎県知事から「地域医療支援病院」の承認を得ました。 

● 内科医復活までは長い期間を要する恐れがあり休止中の病棟再開の目途も立たず経営的

にも厳しい状況が続いていたため、平成２５年６月に「回復期リハビリテーション病棟」

を導入し、急性期に加え回復期医療の導入という新たな運営方針の大転換による経営改善

を図ることにしました。現在は回復期３９床を含め運用病床は１３４床まで回復していま

す。 

● 一方、経営状況は、平成２６年度の予算、決算から本格適用された会計基準の見直しに

よる退職引当金を一括計上したため、平成２６年度決算では４億１千３百万円の単年度純

損失を計上し、年度末未処理欠損金は、１１億百十万円となりましたが、平成２７年度の

決算では、会計基準の見直しの影響や入院患者増により８年振りに４千８百５０万円の単

年度の純利益を上げることができました。また、資金運用面でも年度末の一時借入金を平

成２４年度に２０年振りに解消することができ、現在も資金運用面は改善されています。 

● 平成２６年６月２５日に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律」に伴い医療法も改正され、県は将来の医療提

供体制に関する事項を「地域医療構想」として、平成２８年度までに現行の県医療計画に

追加して定めることになりました。 

● この法律の改正を受け総務省は、平成２７年３月３１日に新たな公立病院改革ガイドラ

インを策定し、病院事業を設置する地方公共団体に「地域医療構想」を踏まえた「新公立

病院改革プラン」の策定をするよう通知しました。 

● 小林市立病院新改革プラン（以下「新改革プラン」という。）の策定に当たっては、地

域医療構想を踏まえ、当院が置かれている医療圏の中核病院としての役割や使命等につい

て記述しています。新改革プランに対する皆様のご理解がより深まりますよう、結論に至

る根拠や背景、課題等を含め記述しています。 
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Ⅱ 小林市立病院新改革プランの概要 

団体コード ４５２０５０ 

施設コード ００１ 

 

団 体 名 宮崎県小林市 

プランの名称  小林市立病院新改革プラン 

策 定 日 平成２９年３月 ※平成３０年６月一部改訂 

対 象 期 間 平成２９年度（２０１７年度）～平成３２年度（２０２０年度） 

 

Ⅲ 小林市立病院の現状（許可病床数・運用病床数・病床機能報告の算定につては病棟再編後の計画値） 

病 院 の 名 称 小林市立病院 

病院の所在地 宮崎県小林市細野２２３５番地３ 

事 業 開 始 日 昭和２８年４月１日 

開  設  者 小林市長 

経 営 形 態 地方公営企業法全部適用（平成２１年４月１日） 

病院の構造  鉄筋コンクリート造 地上５階免震構造（プレキャスト・プレストレスト） 

許 可 病 床 数 一般病床１４３床（回復期リハ病棟 ２４床、地域包括ケア病棟２３床） 

感染症病床４床 合計１４７床 

運用病床数  
一般病床１４７床（急性期一般病棟９６床、回復期リハ病棟２４床、 

地域包括ケア病棟２３床、感染症病床４床）合計１４７床 

病床機能報告 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計 備考 

許可 ０ １０５ ４２ ０ １４７ 稼動病床数については、令和元年度

病床機能報告書数値。 

回復期は地域包括ケア病棟を含む。 

算定 ０ １００ ４７ ０ １４７ 

稼動 ０ ７２ ４３ ０ １１５ 

診療科目 

（ ）内数字

は常勤医師数 

内科・循環器内科（１）、消化器外科・腫瘍外科（４）、整形外科（２）、 

泌尿器科（２）、麻酔科（１）、救急科、小児科（１）、放射線科、心臓血管外

科、リハビリテーション科、呼吸器外科、神経内科、産婦人科（１）、糖尿病・

内分泌内科、の１６診療科、常勤医師数１２人 

職員の職種と

職員数 

医師（１２）、薬剤師（５）、看護師（９３）、助産師（１０）、臨床検査技師（５）、

診療放射線技師（５）、臨床工学技士（３）、理学療法士（１２）、        

作業療法士（５）、言語聴覚士（２）、管理栄養士（４）、社会福祉士（２）、    

事務職員（１２） 

小計１７０人 （他、会計年度任用職員・委託職員１２０人）合計２９０人 

敷 地 面 積  ２１，０１６．８５㎡ 

延 床 面 積  １２，０７７．０３㎡ 

外来駐車場  １３８台（車椅子専用８台含む） 

ヘリポート  １，３３０㎡(３５ｍ×３８ｍ) 
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Ⅳ 地域医療構想を踏まえた当院の役割の明確化 

当院が属する西諸医療圏は、宮崎県内で唯一国立病院機構、県立、日赤、済生会や医

師会などの公的病院が整備されていない地域のため、当院が「宮崎県医療計画」におけ

る西諸医療圏で唯一の中核病院として位置付けられ、入院、救急、感染や災害などの医

療の提供を行っています。今後も、この様な役割を果たすと共に地域医療支援病院とし

て、かかりつけ医を支援する後方支援の役割が求められます。 

地域医療構想を踏まえた当院の役割の明確化を図るためには、将来の西諸医療圏の人

口、必要病床数等の推計を視野に入れた検討が必要になります。 

     平成２７年度（２０１５年度）の当院の住所別利用割合は、入院で小林市６１．８％、

えびの市２１．５％、高原町１１．８％、その他４．９％です。外来は小林市７３．０％、

えびの市１３．９％、高原町８．９％、その他４．２％となっています。 

 

１ 地域医療構想を踏まえた当院の果たすべき役割（対象期間末における具体的な将来

像） 

今後ますますの高齢化や少子化による人口減少が予想されるため、在宅医療や福祉と

介護の連携による「地域包括ケアシステム」を視野に入れた病院運営が求められます。 

そのため、これまでの急性期医療に加え、急性期治療が終了した患者に対して在宅な

どへの復帰支援に向けたリハビリ等の医療支援を行うための回復期リハビリテーショ

ン病棟と地域包括ケア病棟の導入によるケア・ミックスでの病院運営を目指します。 

また、西諸医療圏での分娩取扱施設が皆無となったことから、地域住民が安心して、

安全に生活し、持続可能な地域として成り立っていくため、西諸が一体となって当院で

の分娩体制の構築を目指します。 

対象期間末の平成３３年（２０２１年）３月における当院が担うべき具体的な役割や

将来像は、次のとおりです。 

① 地域医療支援病院としての医療機関との連携や機能分化の強化 

② 入院医療は、高度急性期、急性期から回復期までを対象 

③ 地域に不足する小児科、産婦人科などの不採算医療の提供 

④ 災害拠点病院としての機能充実 

⑤ 在宅医療事業の実施 

⑥ 医療の標準化や透明化、医療の質の向上を図るためＤＰＣの導入 

⑦ 第二種感染症指定医療機関としての機能充実 

  

２ 平成３７年（２０２５年）における当院の具体的な将来像 

地域医療構想では、平成３７年の段階で西諸医療圏の６５歳以上の入院患者はまだ増

加傾向にあると予想されています。一方、西諸の医療提供体制は、公立病院だけでなく

民間病院でも医師をはじめとする医療従事者の確保が難しい状況が続くと予想されます。

当院には、今後地域に不足する診療科や不採算の医療提供体制の構築が求められます。  

また、当院でも在宅医療事業を積極的に実施し、在宅患者の急変時の受け皿としての
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機能充実はもちろん、医療、福祉、介護施設と連携強化のもと地域包括ケアシステムの

構築に向けた中心的役割を目指します。 

 

３ 地域包括ケアシステムの構築に向けて当院が果たすべき役割 

  西諸医療圏では、平成２８年１月１２日に医師会、社会福祉協議会や行政等関係機関

による「西諸地域在宅医療介護連携推進協議会」が設立され、当院からも事業管理者が

委員に、職員３人を専門部会メンバーに選出し、西諸地域全体で地域包括ケアシステム

の構築に向け協議を進めています。 

  当院では、地域包括ケアシステムの構築に向け、患者が退院後も切れ目のないケアを受

けられるよう在宅患者の急変時のバックアップ体制の構築はもちろん、当院自体が在宅

医療のスタッフを確保し在宅医療事業を積極的に実施する必要があると認識しています。 

 

４ 一般会計等負担の考え方 

１） 一般会計負担（繰出基準の概要） 

一般会計からの繰入金については、基本的には総務省より通知される「地方公営企

業繰出金について」に基づき次の内容を基本に繰出しを行う考えです。 

今後も医師招致を図り病院独自の経営努力により収支均衡を目指してまいります

が、病院改築後８年が経過し、平成２９年度以降、高度医療機器の更新を迎えること

により、医療機器更新による起債償還に伴う繰出金が増額になると予想しています。 

繰出基準は、以下のとおりです。 

○病院の建設改良に要する経費の１／２ 

○不採算地区病院の運営に関する経費 

○病院事業債元利償還の１／２ 

○感染症医療に要する経費(人件費＋材料費＋経費－診療収入-感染症補助金） 

○周産期医療に要する経費(人件費＋材料費＋経費＋減価償却費－産婦人科収入） 

○小児医療に要する経費(人件費＋材料費＋経費－小児科収入） 

○救急医療の確保に要する経費（人件費+材料費+経費+減価償却費-救急医療収入-病

院群輪番制補助金分繰入金） 

○高度医療に要する経費（人件費+材料費+経費-収入） 

○院内保育所の運営に関する経費（経費-収入） 

○経営基盤強化対策に要する経費(研究研修に係る経費×１／２、共済追加費用の負

担に要する経費、医師確保に要する経費） 

○地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費の一部 

２） 産婦人科運営費負担 

 当院で産婦人科分娩を開始するにあたり、初年度の運営費について、西諸３市町で

構成する西諸地区市町保健連絡協議会（以下「協議会」という。）で負担することと

しています。次年度以降の運営負担金についても協議会で協議することとしています。 
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５ 医療機能等指標に係る数値目標 

当院が果たすべき役割を判断する指標として、以下の数値目標を設定します。 

①   医療機能・医療品質に係るもの 

  
27年度 

（実績） 

28年度 

（実績） 
29年度 30年度 31 年度 32年度 

救急患者数（人） 2,181 2,220 2,170 2,175 2,180 2,185 

救急車受入台数（台） 763 741 770 775 780 785 

手術件数（件） 588 525 575 570 565 560 

紹介率（％） 50.7 63.0 51.5 52.0 52.5 53.0 

逆紹介率（％） 70.9 87.7 72.0 72.5 72.6 72.8 

在宅復帰率（一般病棟）  81.8 87.3  86.0  87.0  88.0  89.0  

 

② その他  

  
27年度 

（実績） 

28年度 

（実績） 
29年度 30年度 31 年度 32年度 

卒後臨床研修医受入（人） 0 0 1 2 4 4 

医学生実習受入（人） 3 6 10 15 20 20 

 

６ 住民の理解のための取組 

新改革プランは病院ホームページで公表し、改定についてもその都度修正個所が分か

りやすいよう掲載します。 

○広報活動や住民との連携活動の取組 

当院では、平成２１年２月から当院の情報誌（名称「こすもスマイル」）を年６回

発行し、西諸医療圏内の医療機関、介護施設や関係機関に送付しています。平成２１

年３月からは、西諸医療圏内の医療機関、介護施設、消防署や行政職員を対象にした、

症例検討会（年４回）を開催しています。また、平成２２年１１月から毎月定例の４

者会議（地域住民の団体「地域医療を考える会」、医師会、行政と当院）を開催し、

地域医療に関する情報交換や各種地域医療関連事業の連携体制の構築に取り組んで

います。特に、地域医療を考える会の主催による医師の歓迎会やクリスマスコンサー

トは恒例行事になっており、当地域では住民の方々の地域医療に関する理解が深まり

つつあります。 

平成２３年５月からは院内ニュース（随時）を発行し、院内掲示やホームページで

公表しています。 

      これらの活動に続き平成２９年度からは、新たな試みとして先進都市の事例に習い

毎年９月の定例議会終了後に、病院事業管理者による市議会議員を対象にした「病院

事業の現況報告と今後の方向性について」の説明の機会を設けます。 
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Ⅴ 経営の効率化 

１ 経営指標に係る数値目標 

     平成２７年度に８年振りに経常利益を計上したので、今後も引き続き黒字化を目指

すため以下の項目について数値目標を設定します。     

１）収支改善に係るもの 

  
27年度

（実績） 

28年度 

（実績） 
29 年度 30年度 31年度 32年度 

経常収支比率（％） 101.36  97.61 100.83  101.33  100.76  100.84  

医業収支比率（％） 90.75  86.49  93.19  93.40  93.09  93.84  

給与比率（％） 62.83  67.31  62.61 62.49  62.52  62.56  

 

２）経費削減に係るもの 

  
27年度

（実績） 

28 年度 

（実績） 
29年度 30年度 31年度 32年度 

材料費（薬品含む）の費用割合（％） 25.4  25.68 24.0  23.9  23.9  24.1  

後発薬品指数（数量） 23.4 54.7 80.5 82.0 85.0 85.0 

 

３） 収入確保に係るもの   

  
27年度

（実績） 

28年度 

（実績） 
29年度 30年度 31年度 32年度 

１日当たり入院患者数（人） 90.7  87.4  91.8  94.5  95.9  97.3  

１日当たり外来患者数（人） 126.5  122.0  128.6  134.7  134.7  134.7  

病床利用率（％） 63.27  61.10  64.18  66.10 66.87  68.01  

1日当りの入院単価（円） 45,526  45,509  45,000  45,500  45,500  45,500  

1日当りの外来単価（円） 12,732  14,523  12,800  14,400  14,400  14,400  

 

４） 経営の安定性に係るもの 

  
27年度

（実績） 

28年度 

（実績） 
29年度 30年度 31年度 32年度 

年度末常勤医師数（人） 11  11  11  12  13  14  

当期純利益（千円） 48,558  △42,137  38,072  52,211  39,449  42,664  

年度末未処理欠損金（千円） 1,052,543 1,094,680  992,593  940,381  900,931  858,267  

資金期末残高（千円） 135,286  94,842  100,000  150,000  170,000  190,000  

一般会計繰入金（千円） 357,173 368,117 398,000 388,000 383,000 383,000 

※一般会計繰入金は、病院事業会計へ繰り入れられるすべての額（病院群輪番制運営分及び資本費繰入収入を含

む。）を計上しており、別紙１「３.一般会計等からの繰入金の見通し」とは異なります。 

５） 上記数値目標設定の考え方  

上記に掲げた経営指標は、当院が病院経営の上で常に意識している数値目標です。 
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        上記数値目標を達成するには、当院の経営努力は当然ですが、ほとんどの数値目

標の根幹となるのが医師確保です。当院の医師確保は、安心・安全なまちづくりを

推進する上や地域の医療機関の後方支援体制確立のためにも重要な課題です。医師

確保に向けては、行政、医師会や地域住民団体などのご協力をいただきオール小林

の体制であらゆる方策を駆使して全力で取り組む必要があります。 

      今後、職員の定年退職者増が予想され、資金運用面への影響が懸念されます。 

 

２ 経常収支比率に係る目標設定の考え方（対象期間中に経常黒字化が難しい場合の理

由及び黒字化を目指す時期、その他目標設定の特例を採用した理由） 

   当院は、平成２７年度決算で８年振りに黒字化しました。主な要因は、平成２６年

度予算・決算から適用された新会計制度により、過去の補助金や一般会計の繰入金の

剰余金が長期前受金戻入として収益化されたことや、平成２５年度に導入した回復期

リハビリテーション病棟により入院収益が増加したことです。 

   また、平成４年以降２０年続いていた短期借入（一時借入金）を平成２４年度には

解消でき、資金運用面でも改善が図られています。 

 

３ 目標達成に向けた具体的な取組（どのような取組をどの時期に行うかについて、特

に留意すべき事項も踏まえ記入） 

１）民間的経営手法の導入 

○  平成３０年度からのＤＰＣ制度移行に向け平成２７年度にＤＰＣ分析ベンチ

マークシステムと経営支援システムを導入しました。平成２８年度には診療情報

管理士を任期付職員で採用し、診療情報管理室を立ち上げ、病院の各種診療デー

タの管理を行うと共に導入実績のある病院との算定率向上などの研修会に積極

的に参加しました。今後も機能評価係数や算定率の向上に向け取り組んで行きま

す。 

○  看護師確保に向け、従来の広報や学校への求人活動に加え、平成２７年度か

ら看護師転職のノウハウを持つ民間斡旋業者の活用を行っています。 

 

２）事業規模・事業形態の見直し 

○ 事業規模は、西諸医療圏の中核病院として許可病床の１４７床を維持し、運

用病床数は、現在の１３４床から医師や看護師の確保を図り、地域包括ケア病

棟を導入し、最終的には許可病床数と同じ１４７床での運用を目指します。稼

動病床数は、運用病床数の９０％の１２８床を目指します。 

○  事業形態は、当面地方公営企業法の全部適用を継続します。 

３）経費削減・抑制対策 

○ 診療材料の購入、管理方法の見直し 

平成２８年４月１日から診療材料管理対象物品（定数管理）の購買及び管理

運用を｢一社一括ＳＰＤ管理運用業務｣に変更し、適正な在庫管理と不動在庫の
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削減を図っています。 

   更に、診療材料委員会を毎月開催し、価格の安い同種同効品への切り替えに

よる経費削減、不動物品、滅菌期限等をデータで管理し、購入費削減や資産減

耗を減らします。 

○ 診療材料と医薬品のベンチマークシステム活用 

民間会社の診療材料と医薬品のベンチマーク・分析システムに参加し、全国

の購入価格情報を活かし、各ディーラーやメーカーと直接価格交渉を行い購入

価格の削減に取り組んでいます。 

○ 薬品費仕入金額削減 

平成２８年１０月末現在のＤＰＣの機能評価係数Ⅱの後発医薬品係数（数量

ベース）６７．９％を、平成２９年９月には８０％に引き上げ、結果的に薬品

費仕入の経費削減に取り組みます。 

民間会社の薬価情報を活用した入札の実施により、薬品仕入金額の削減に取

り組みます。 

 

４）収入増加・確保対策 

○ 病床稼働率向上による増収  

   平成２９年７月を目標に既存の３病棟制を４病棟体制によるケア・ミック

スでの運用に変更し、病床稼働率の向上による収益増を目指します。 

○ ＤＰＣ毎の在院日数コントロールによる増収 

平成３０年度のＤＰＣ制度移行に向け多職種メンバーによる入棟判定会議

を毎週開始し、病床利用率を加味した適正なＤＰＣ毎の在院日数コントロール

を図ると共に在宅復帰に向けた支援を行います。 

また、ＤＰＣの機能評価係数ⅠやⅡの向上のためＤＰＣ分析ベンチマークシ

ステムや経営支援システムの研修会に積極的に職員を派遣し、各種係数アップ

による診療報酬算定率の向上を目指します。 

○ 未収金対策の強化による収入確保 

文書、電話催告の強化による未収金発生防止や少額訴訟の活用による収入確

保を図ります。 

 

５）その他 

○ チーム医療の推進 

 疾病の回復促進、重症化予防など医療・生活の質的向上や医療の効率性の向

上による医療従事者の負担軽減を目的に、ＮＳＴ、緩和ケア、呼吸ケア等のチ

ーム医療の推進に努めています。 

○ クリニカルパスの導入 

クリニカルパスを導入し、質の高いチーム医療を目指します。 

○ 再任用制度や任期付職員の採用 
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医師や看護師など人材確保の困難な職種については、定年延長、再任用や任

期付職員採用等による制度を活用し、人材確保を図ります。 

○ 薬剤師、看護師確保に向けた奨学金制度制定 

 平成２７年度に薬剤師と看護師確保に向け奨学金貸与制度を条例化し貸与

を始めました。 

○ 薬剤師奨学金返還支援制度制定 

 平成２８年度に薬剤師の中堅職員の確保を目的に奨学金返還支援制度の要

綱を制定しました。  

○ 職員のスキルアップ支援 

平成２４年４月から認定看護師取得のための職員を派遣する要綱を制定し、

現在感染と救急の認定看護師が誕生しています。平成２９年度には緩和ケア認

定看護師も誕生する予定で、今後も職員のスキルアップを支援します。 

○ 管理栄養士の病棟配置 

平成２６年７月から管理栄養士を各病棟に配置し、入院患者の栄養改善に 

取り組みＡＤＬの向上による在院日数の短縮に取り組んでいます。 

○ 院内保育所の整備 

 平成２７年３月に医師・看護師等の新規採用、離職防止や育児休暇の短縮に

より早期職場復帰等を目的に院内保育園を整備しました。  

○ 患者さまアンケート 

接遇向上委員会では、毎年、患者満足度の向上を目指して、外来・入院患者

を対象に「患者さまアンケート調査」を実施しています。その結果は、各施策

や改善に役立てています。 

○ 所属長ヒヤリング 

 毎年、年度初めに管理者による各所属長のヒヤリング（昨年度の評価と今年

度の目標や年間計画）を実施しています。 

○ 事業管理者と職員のコミュニケーション 

 事業管理者と各所属長のコミュニケーションを図るため毎月ミーティング

を開催しています。また、事業管理者と全職員を対象にしたミーティングも３

ヶ月毎に年４回を目途に開催し、病院の経営や運営状況等の情報共有の場を設

け職員とのコミュニケーションを図っています。 

○ 事務職員のプロパー化 

事務職員のプロパー化に取り組んでおり現在３人を採用していますが、今後

も計画的に採用し、採用後は診療情報管理士の資格取得を義務化し、定期的な

配置換えによる人材育成に取り組みます。 

○ 医師確保対策 

地域医療の確保や病院経営に欠かせないのは医師確保です。非常に厳しい

状況が続きますが、関係機関などのご協力をいただき次の取組みを中心に、

医師確保に全力を尽くしていきます。 
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（新しい専門医制度での基幹施設の関連病院） 

平成３０年度から始まる専門医制度に向け、関連大学の各診療科の基幹施

設の関連病院になり、後期研修医の受入れを目指します。 

（関連大学への派遣依頼） 

医師確保対策については、関連大学からの派遣が依然として中心となって

きます。関連大学の医局員も不足しているなか、安定的な医師派遣は非常に

厳しい状況ですが、開設者と病院事業管理者を中心に粘り強い招致活動を継

続して行っていきます。 

（宮崎県医師確保対策推進協議会や宮崎県地域医療支援機構との情報交換） 

全国的な医師の招致活動を行っている「宮崎県医師確保対策推進協議会」

や宮崎大学、宮崎県などが中心に医師不足病院への支援を行っている「宮崎

県地域医療支援機構」と積極的な情報交換に努めます。 

（医学生の実習受入れや初期臨床研修医の確保） 

関連大学の医学生の積極的な実習受入れを行い、医師免許取得後の初期臨

床研修医の確保に繋げる活動を行い、ひいては常勤医の確保に努めます。 

（医師の勤務環境の整備） 

医師の待遇（給与面、各種専門医資格取得に向けたサポート等）改善はも

ちろん、チーム医療の推進を図り、医療の効率性の向上による医師の負担軽

減による勤務環境の改善に努めます。 

（医師事務作業補助の採用） 

医師の文書作成、入力作業等を軽減するため、医師事務作業補助を配置し、

医師が診療行為に集中できるようサポートします。 

 

４ 新改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等 

別紙１に掲載のとおり 
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Ⅵ 再編・ネットワーク化  

１  当該公立病院の状況  

   当院の病床利用率は、７年連続７０％未満の低い水準で推移しています。大きな要因

は、前述しているとおり、平成２１年度の内科医３名の退職が原因です。それでも、何

とか病院を維持できたのは、当院が医療圏の中核病院のため医師会などの関係機関によ

る支援体制が構築できたことや内科医退職後も残っていただいた常勤医の先生方の地域

医療に対する御理解と御支援の賜だと理解しています。 

 

２ 二次医療圏又は構想区域内の病院等配置の現況  

当院が立地する西諸医療圏には、２つの精神科を含め１６の病院が立地しており、その

うち３つが市町立の自治体病院です。 

当院は、「宮崎県医療計画」における西諸医療圏で唯一の中核病院として位置付けられ

ており、「地域医療支援病院」にも承認されています。 

西諸医療圏内の公立病院の状況 

・小林市立病院１４７床（一般病床１４３床、感染症４床） 

・えびの市立病院５０床（一般病床のみ） 

・国民健康保険高原病院５６床(一般病床のみ）                                               

 

３ 当該病院に係る再編・ネットワーク化計画の概要 

   ○ 地域医療連携推進法人制度の導入の検討 

      国が地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの構築に向け、平成２９年４月の

施行を目指している地域医療推進法人創設を含む改正医療法が最終調整されています。 

当院でも今後地域医療連携推進法人制度について、医療圏内の医療機関と調査研究

や検討を進める予定です。 

具体的なスケジュールについては未定です。 

○ 地域医療支援病院としての機能充実 

地域医療支援病院として、病病、病診連携を図り、紹介率・逆紹介率の向上を図る

と共に、在宅医療事業への参入に向け体制整備を図り関係施設との連携強化を図りま

す。 
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Ⅶ 経営形態の見直し  

１  経営形態の現状  

平成２１年４月から地方公営企業法全部適用です。 

 

 ２ 経営形態の見直し（検討）の方向性 

    現在は、経営形態の見直しの検討は行っていませんが、今後の経営状態の状況によって

は、見直しの検討を行います。 

 

 ３ 経営形態見直し計画の概要 

    現在は、経営形態の見直し計画はありません。 

 

Ⅷ 新改革プラン策定に関する都道府県からの助言や再編ネットワーク化計

画策定への都道府県の参加状況 

   今回の新改革プラン策定に関し県からの助言等はありませんが、改革プランについては、

毎年、総務省自治財政局準公営企業室長からの照会を受け、宮崎県総務部市町村課長から公

立病院改革等の取組状況調査があり回答を行っています。 

 

Ⅸ 点検・評価・公表等 

１ 点検・評価・公表等の体制(委員会等を設置する場合その概要） 

 小林市病院事業経営改革評価委員会設置規程により、毎年進捗状況や目標達成状況など

点検・評価を行います。その上で今後の改善策や計画の見直しを行うことにします。 

 

２ 点検・評価の時期(毎年１０月頃） 

毎年９月議会の決算承認後の１０月頃を目途に点検・評価を行います。 

 

３ 公表の方法 

当院のホームページで公表します。 

 

Ⅹ その他特記事項 

    点検・評価等の結果、新改革プランに掲げた数値目標の達成が著しく困難である場合に

は、抜本的な見直しを含めた新改革プランの改定を行います。 

また、宮崎県の地域医療構想や地域医療構想調整会議と乖離が生じた場合など、必要に

応じて計画を見直すこととします。 



(別紙１） 団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 2,111 2,016 2,055 2,036 2,108 2,184 2,207 2,230

(1) 1,525 1,496 1,508 1,451 1,507 1,570 1,592 1,615

452 371 391 431 448 462 462 462

(2) 134 149 156 154 153 152 153 153

92 100 104 102 104 104 104 104

２. 211 342 368 383 322 341 334 316

(1) 192 189 197 208 205 225 224 222

(2) 10 7 7 8 6 6 6 6

(3) 0 125 146 113 96 95 94 78

(4) 0 9 5 5 5 5 0 0

(5) 9 12 13 49 10 10 10 10

(A) 2,322 2,358 2,423 2,419 2,430 2,525 2,541 2,546

１. ｂ 2,174 2,159 2,265 2,354 2,262 2,338 2,371 2,376

(1) ｃ 1,169 1,204 1,280 1,359 1,320 1,365 1,380 1,395

(2) 531 457 482 483 470 485 490 500

(3) 249 271 287 326 300 310 320 320

(4) 180 209 205 177 162 168 171 151

(5) 45 18 11 9 10 10 10 10

２. 256 136 125 124 148 153 151 148

(1) 65 64 62 60 59 57 55 52

(2) 191 72 63 64 72 80 80 80

(3) 17 16 16 16

(B) 2,430 2,295 2,390 2,478 2,410 2,491 2,522 2,524

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) ▲ 108 63 33 ▲ 59 20 34 19 22

１. (D) 0 0 16 17 18 19 20 21

２. (E) 0 477 0 0 0 0 0 0

特　別　損　益　(D)－(E) (F) 0 ▲ 477 16 17 18 19 20 21

▲ 108 ▲ 414 49 ▲ 42 38 53 39 43

(G) 1,252 1,101 1,052 1,094 1,056 1,003 964 921

(ｱ) 634 575 500 436 550 550 600 600

(ｲ) 188 355 343 323 380 380 410 410

　 0 0 0 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0 0 0 0 0

(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
c
a

(H)
ａ

宮崎県小林市
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外 来 収 益

資 本 費 繰 入 収 入

他 会 計 繰 出 金

病 床 利 用 率

資 金 不 足 比 率 ×100

職員給与費対医業収益比率 ×100

地方財政法施行令第15条第１項
により算定した資金の不足額 (H)

経 常 収 支 比 率 ×100

不 良 債 務 比 率 ×100

医 業 収 支 比 率 ×100

う ち 一 時 借 入 金
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支 払 利 息
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損
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支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
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職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

31年度25年度(実績) 28年度(実績) 29年度(見込)27年度(実績)26年度(実績)

長 期 前 受 金 戻 入

32年度

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

入 院 収 益

そ の 他 医 業 収 益

う ち 他 会 計 負 担 金

30年度

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金

国 ( 県 ) 補 助 金

▲ 446 ▲ 113 ▲ 170 ▲ 170 ▲ 190 ▲ 190▲ 157▲ 220
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▲ 8.6
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97.6 100.8 101.4 100.9

93.1 93.9

▲ 8.5
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▲ 8.1 ▲ 7.8
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▲ 446 ▲ 113 ▲ 170 ▲ 170

0

▲ 21.1 ▲ 5.6

55.4 66.7 62.5 62.6

▲ 190 ▲ 190

▲ 8.1 ▲ 7.8

62.6 62.5

▲ 8.6 ▲ 8.5

55.2 65.2 64.2 66.1 66.9 68.0

▲ 21.1 ▲ 5.6

00

102.7 101.4

▲ 10.9 ▲ 7.6

93.4 90.7

59.7 62.3

▲ 220 ▲ 157

▲ 10.9 ▲ 7.6

71.3 67.5



団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 50 49 0 0 0 0 0 50

２. 0 0 0 0 0 0 0 0

３. 20 25 52 53 84 55 56 57

４. 0 0 0 0 0 0 0 0

５. 0 0 0 0 0 0 0 0

６. 85 88 23 6 19 3 3 53

７. 0 0 0 0 0 0 0 0

(a) 155 162 75 59 103 58 59 160

(c) 0 0 0 0 0 0 0 0

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 155 162 75 59 103 58 59 160

１. 171 187 73 28 88 62 72 132

２. 40 69 114 116 118 120 112 115

３. 50 50 50 20 20 20 20 20

４. 0 0 1 3 6 6 2 2

(B) 261 306 238 167 232 208 206 269

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 106 144 163 108 129 150 147 109

１. 106 130 158 106 124 145 142 104

２. 0 0 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 14 5 2 5 5 5 5

(D) 106 144 163 108 129 150 147 109

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

284 289 301 310 309 329 328 326

(    0) (    0) (    0) (    0) (    15) (    0) (    0) (    0)

20 25 52 53 84 55 56 57

(    0) (    0) (    0) (    0) (    15) (    0) (    0) (    0)

304 314 353 363 393 384 384 383

（注）
1
2

資 本 的 収 支

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。

(単位：百万円）

計

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(F)

又 は 未 発 行 の 額

31年度 32年度25年度(実績) 28年度(見込) 29年度 30年度

実 質 財 源 不 足 額

　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務副大臣通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいう
ものであること。

合　　　計

収 益 的 収 支

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

26年度(実績) 27年度(実績)
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繰 越 工 事 資 金

そ の 他

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

企 業 債

他 会 計 出 資 金

前年度許可債で当年度借入分

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

25年度(実績) 28年度(見込) 30年度

(b)
支 出 の 財 源 充 当 額
う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る

29年度

そ の 他

収 入 計

0 00 0 0

0 0 0 0

宮崎県小林市
（小林市立病院）

0 0

32年度31年度

0 0

00

26年度(実績) 27年度(実績)


